
　　　

年　

金

   
11
月
は　
　

　

｢

ね
ん
き
ん
月
間｣

で
す

福　

祉　

　　

公
的
年
金
制
度
は

｢

世
代
と
世
代
の
支
え
あ
い｣

で
成

り
立
っ
て
い
ま
す
。

　　

本
人
の
納
め
た
保
険
料
分
だ
け

で
は
、
と
て
も
現
在
の
受
給
者
の

年
金
額
を
ま
か
な
い
き
れ
ま
せ
ん
。

▼
高
知
県
の
現
在
の
受
給
権
者
数

(

老
齢
基
礎
年
金
の
み)

…
約
19
万
人

▼
年
金
額
…
約
千
二
百
億
円

　
　

年
金
は
、
現
役
世
代
の
納
め
る

保
険
料
が
今
の
高
齢
者
を
支
え
、

い
ず
れ
は
現
役
世
代
も
今
の
子

ど
も
た
ち
の
世
代
に
支
え
て
も

ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
年
金
を
身
近
で

大
切
な
も
の
と
し
て
、
見
直
し
て

み
ま
せ
ん
か
。

　
　

い
ず
れ
の
制
度
も
全
額
所
得

税
の
控
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
付
加
年
金　

　
　

付
加
保
険
料
（
四
百
円
）
を
定
額

保
険
料
（
一
万
四
千
四
百
十
円
）
に

加
え
て
納
め
る
こ
と
で
、将
来
の
年

金
額
が
増
や
せ
る
お
得
な
制
度
で
す
。

　
　

な
お
、
付
加
年
金
は
物
価
ス
ラ

イ
ド
が
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
対
象　　
第
一
号
被
保
険
者

※
第
一
号
被
保
険
者
で
も
国
民
年
金
基
金

の
加
入
者
は
加
入
で
き
ま
せ
ん

　　

付
加
保
険
料
を
定
額
保
険
料
と

合
わ
せ
て
納
め
る
こ
と
が
条
件
で
、

加
入
と
辞
退
は
申
し
出
で
す
。

▼
付
加
年
金
受
給
額

二
百
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数

※
付
加
保
険
料
を
10
年
間（
120
月
）納
め
た

場
合
…
付
加
年
金
額
二
万
四
千
円(

二
百

円
×
120
月)

＋
基
礎
年
金
額

■
任
意
加
入
制
度

  

受
給
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
た

め
、
60
歳
以
降
も
引
き
続
き
最
高

65
歳(

昭
和
40
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ

の
人
は
、
70
歳)

ま
で
、
申
し
出
に
よ

り
加
入
で
き
る
制
度
で
す
。

▼
対
象

①
60
歳
ま
で
に
25
年
の
受
給
資

格
期
間
が
満
た
せ
な
い
人

②
受
給
資
格
期
間
は
満
た
し
て

い
る
が
、
未
納
期
間
が
あ
り
老
齢

基
礎
年
金
が
満
額
に
な
ら
な
い
人

※
た
だ
し
、
480
月
以
上
は
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

■
問
い
合
わ
せ

　 

南
国
社
会
保
険
事
務
所
市
役
所

　

 

０
８
８-

８
６
４-

１
１
１
１

　 

市
役
所
市
民
保
険
課

■
国
民
年
金
基
金
制
度

　
　

国
民
年
金
を
納
め
て
い
る
第
一

号
被
保
険
者
が
任
意
で
加
入
で
き

る
公
的
な
制
度
で
す
。収
入
に
合
わ

せ
て
設
計
し
、将
来
受
け
取
る
年
金

を
増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。　　

高
知
県
国
民
年
金
基
金　　

　

０
８
８-

８
８
５-

２
５
２
５

　　(

独)

自
動
車
事
故
対
策
機
構
で

は
、
育
成
資
金
の
貸
付
や
介
護
料

の
支
給
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
育
成
資
金
貸
付　　

　　

自
動
車
事
故
で
保
護
者
を
亡
く

さ
れ
た
り
、
重
度
の
後
遺
障
害
に

よ
り
生
活
が
困
窮
し
て
い
る
家
庭

の
児
童（
中
学
生
以
下
）に
義
務
教

育
終
了
ま
で
の
経
済
的
手
助
け
を

行
う
制
度
で
す
。

▼
一
時
金　　

十
五
万
五
千
円

▼
入
学
支
度
金　　

四
万
四
千
円

▼
月
額　　

二
万
円

■
介
護
料

　　

自
動
車
事
故
に
よ
る
重
度
の
後

遺
障
害
で
、
介
護
の
必
要
な
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
月
額

　

約
三
万
円
か
ら
十
三
万
円
ま
で

　

(

重
度
後
遺
障
害
診
断
の
段
階

に
よ
り
支
給
額
が
異
な
り
ま
す)

■
問
い
合
わ
せ　　

　　

(

独)

自
動
車
事
故
対
策
機
構

　　　 

０
８
８-

８
３
１-

１
８
１
７

　　　

視
覚
障
害
者
向
け
機
器
展
示
室

「
ル
ミ
エ
ー
ル
サ
ロ
ン
」
の｢

見
え

な
い
・
見
え
づ
ら
い
人
に
便
利
な

グ
ッ
ズ｣

や
、
機
器
を
購
入
で
き
る

即
売
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
　

併
せ
て
「
高
知
県
立
盲
学
校

の
教
育
相
談
」と「
ル
ミ
エ
ー
ル
サ

ロ
ン
の
見
学
」も
あ
り
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時　

11
月
22
日（
土
）

           10時
〜
15
時
30
分

■
場
所  

県
立
盲
学
校
第
２
会
議

室（
高
知
市
大
膳
町
六
ノ
三
二
）

■
商
品
例　

音
声
時
計
・
ロ
ー
ビ

ジ
ョ
ン
用
筆
記
用
具
・
点
字
器
各

種
・
調
理
用
具
関
係
・
白
杖
な
ど

※
事
前
の
予
約
で
最
寄
り
の
電
停
（
上
町

１
丁
目
）・
バ
ス
停
へ
の
迎
え
あ
り

■
問
い
合
わ
せ　

　　

即
売
会
実
行
委
員
会
事
務
局　  

　

０
８
８-

８
２
３-

８
８
２
０

　　　

　
　

障
が
い
者
問
題
や
同
和
問
題
な

ど
、さ
ま
ざ
ま
な
人
権
に
つ
い
て
正

し
い
理
解
し
認
識
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

■
日
時　

12
月
７
日（
日
）

           10時
〜
14
時

■
場
所 

の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

お
よ
び
駐
車
場

■
内
容　

講
演
「
も
っ
と
楽
に
生

き
る
」大
西
智
城
・
人
権
作
文
発
表
・

ふ
れ
あ
い
体
験（
パ
ト
カ
ー
・
地
震

体
験
な
ど
）・
相
談
コ
ー
ナ
ー
ほ
か

■
参
加
費　

無
料

■
問
い
合
わ
せ　

市
役
所
人
権
課

　

市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

　　

市
営
住
宅
は
市
民
生
活
の
安
定

を
目
的
と
し
た
賃
貸
住
宅
で
す
。

　
　

利
用
の
際
に
は
、
い
ろ
い
ろ

な
制
限
や
各
種
届
け
出(

申
請
・
報

告
な
ど)

が
必
ず
必
要
で
す
。手
続

き
を
怠
り
ま
す
と
、
入
居
者
の
皆

さ
ん
が
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
　

｢

入
居
中
の
各
種
手
続
き｣　

な
ど
に
つ
い
て
は
、
お
気
軽
に
お

問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

 

市
役
所
住
宅
都
計
課　
　
　
　

年
金
の
額
を
増
や
せ
ま
す
！

交
通
事
故
被
害
者
の

　

家
庭
を
サ
ポ
ー
ト

視
覚
障
害
者
向
け

「
便
利
グ
ッ
ズ
即
売
会
」

人

権

市
人
権
啓
発
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

家族の勤め先などの健康保険の、家族の勤め先などの健康保険の、
被扶養者になれる人はいませんか？被扶養者になれる人はいませんか？
 国民健康保険から会社などの健康保険に変わることによって、世帯での保険税の
負担が少なくなる場合があります。健康保険の被扶養者になれる人は次の人です。
詳しくは、お勤め先の事業所または社会保険事務所にお問い合わせください。

　被保険者の直系親族・配偶者・子・孫・弟妹で、主として被保険者に生計を

　維持されている人

　被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されて

　いる次の人

　①被保険者の三親等以内の親族（□に該当する人を除く）
　②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届け出はしていないが、事実上婚姻関

　　係と同様の事情になる人の父母および子

　③②の配偶者が亡くなった後における父母および子

１

　被保険者本人に養われていない人は、被扶養者の範囲にある配偶者や子などでも、
被扶養者とはされません。どのくらいまでの収入が、被扶養者とされるかの基準は
大体次のとおりです。

１被保険者と同一世帯の場合

１

２

２

　年間収入が130万円未満（60歳以上の場合、または障害厚生年金を受けられ

る程度の障害者である場合は180万円未満）で、かつ被保険者の年間収入の２分

の１未満の場合。

被保険者と別世帯の場合

 年間収入が130万円未満であって、かつ被保険者からの援助額・仕送額より
少ない場合

そ
の
他　

市
営
住
宅
の
み
な
さ
ん
へ

特定健診受診券の有効期特定健診受診券の有効期
限は、限は、20092009年１年１月末です。月末です。
　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）をはじめと

する生活習慣病は、気づかないうちに進行します。特定健診

は、これらの病気の進行を早期に発見する絶好の機会です。

　まだ受けていない人は、受診券の有効期間が終了する来

年１月末までに是非受けましょう！

　特定健診の対象者は、40～74歳のすべての人（医療機関で

治療中の人も含む）で、市の国保加入者には５月中旬に、受

診時に必要な特定健診受診券を送付しています。

医療機関で個別健診を医療機関で個別健診を
希望されていた人へ。希望されていた人へ。
今年３月の希望調査で、医療機関での個別健診を希望

していた人は　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

そのうち、10月１日現在で受診した人は

実に、わずか　　　　　の受診率です。

12月になると、

医療機関はインフルエンザなどで混み合いますので

受診はお早めに！！！

1,7051,705人。人。

1111％

問い合わせ　市民保険課

■40～65歳の人　特定健診受診券・医療保険証・

自己負担額1,000円・問診票（記入して持参）

■66～74歳の人　特定健診受診券・医療保険証・

自己負担額1,000円・問診票・基本チェックリスト
（記入して持参※介護保険の認定などを受けている方は基

本チェックリストは必要ありません）

■委託医療機関かどうかのお問い合わせや、特定

健診受診券を紛失された人はご連絡ください。

18188人。人。
まだ、受診されていない

あなた！お急ぎください。

あなた一人の体じゃな

いのです。

香南市の給食は安全です

　　最近、食品の安全性が社会問題となり、給食

についてもご心配をおかけしています。

　市の給食では｢事故米やメラミンが混入し

た牛乳を使った食品を使用していない｣という

ことが確認されていますのでご安心ください。

　今後も、地産地消を推進し、安全でおいしい

給食を提供していきます。

問い合わせ：市教育委員会学校教育課

nformationi   informatio n
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